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国外外来種一覧（底生動物） 
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1 三岐腸目 サンカクアタマウズムシ科 アメリカナミウズムシ ● ● ● ● ● ● ● 6
2 アメリカツノウズムシ ● ● ● ● ● ● ● 5
3 足胞目 ウルナテラ科 シマミズウドンゲ ● 1
4 原始紐舌目 リンゴガイ科 スクミリンゴガイ 総合対策（重点） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 11
5 盤足目 ミズツボ科 コモチカワツボ 総合対策（その他） ● ● ● ● ● ● ● 7
6 ミズゴマツボ科 トライミズゴマツボ ● 1
7 カリバガサガイ科 シマメノウフネガイ 総合対策（その他） ● 1
8 新腹足目 オリイレヨフバイ科 カラムシロ 総合対策（その他） ● 1
9 基眼目 モノアラガイ科 コシダカヒメモノアラガイ ● ● ● ● ● ● ● 6

10 ハブタエモノアラガイ 総合対策（その他） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14
11 サカマキガイ科 サカマキガイ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 25
12 ヒラマキガイ科 インドヒラマキガイ ● 1
13 イガイ目 イガイ科 カワヒバリガイ 特定,総合対策（緊急） ● ● 1
14 ムラサキイガイ 総合対策（その他） ● 1
15 コウロエンカワヒバリガイ 総合対策（その他） ● ● ● ● ● ● ● ● ● 8
16 マルスダレガイ目 カワホトトギス科 イガイダマシ 総合対策（その他） ● 1
17 シジミ科 タイワンシジミ 総合対策（その他） ● ● ● 3
18 マルスダレガイ科 ホンビノスガイ 総合対策（その他） ● ● 1
19 オオノガイ目 クチベニガイ科 ヒラタヌマコダキガイ ● ● 2
20 ケヤリムシ目 カンザシゴカイ科 カニヤドリカンザシゴカイ 総合対策（その他） ● ● ● ● ● ● ● ● 8
21 フジツボ目 フジツボ科 タテジマフジツボ 総合対策（その他） ● ● ● ● ● ● ● 6
22 アメリカフジツボ 総合対策（その他） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
23 ヨーロッパフジツボ 総合対策（その他） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 9
24 ヨコエビ目 マミズヨコエビ科 フロリダマミズヨコエビ 総合対策（その他） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 15
25 エビ目 ヌマエビ科 Neocaridina davidi ● 1
26 ザリガニ科 ウチダザリガニ 特定,総合対策（緊急） ● ● 1
27 アメリカザリガニ科 アメリカザリガニ 総合対策（緊急） ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
28 コウチュウ目（鞘翅目） イネゾウムシ科 イネミズゾウムシ ● ● ● ● 4
29 ハネコケムシ目 オオマリコケムシ科 オオマリコケムシ ● ● ● ● ● 5

水系別確認種類数 1 1 1 5 3 5 6 6 12 16 6 5 5 10 9 9 7 11 9 5 6 4 6 8 7 6 7 6 8
地方別確認種類数

凡例）　

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（以下「特定外来生物法」）」指定種

　特定：「特定外来生物法」における特定外来生物
　未判定：「特定外来生物法」における未判定外来生物
「我が国の生態系等に被害を及ぼすおそれのある外来種リスト（以下「生態系被害防止外来種リスト」）掲載種」
　定着予防（侵入予防）：国内に未侵入・未定着であり、定着した場合に生態系等への被害のおそれがあるため、特に国内への侵入を未然に防ぐ必要がある外来種。
　定着予防（その他）：侵入の情報はあるが、国内に未定着であり、定着した場合に生態系等への被害のおそれがあるため、早期防除が必要な外来種。
　総合対策（緊急）：国内に定着が確認されており、生態系等への被害のおそれがあるため、総合的に対策が必要な外来種のうち、緊急性が高く、積極的に防除が必要な外来種。
　総合対策（重点）：国内に定着が確認されており、生態系等への被害のおそれがあるため、総合的に対策が必要な外来種のうち、甚大な被害が予想される重点的に対策が必要な外来種。
　総合対策（その他）：国内に定着が確認されており、生態系等への被害のおそれがあるため、総合的に対策が必要な外来種のうち、緊急、重点に該当しない種。
　産業管理：産業又は公益的役割において重要であり、利用において逸出等の防止のための適切な管理に重点を置いた対策が必要な外来種。

注1)種数の計数は「平成18年度版　河川水辺の国勢調査　基本調査マニュアル【河川版】(平成24年3月　一部改訂).」に準拠して行った。
注2)河川名の下の△は指定区間を示す。
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リスト
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